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2021 年度専攻医に対しては，2020 年 11 月に専攻医募集を開始する予定です。そのため，2020 年�月中

旬に学会での一次審査を行い，�月から�月にかけて都道府県協議会および日本専門医機構による審査（二

次審査）を行います。

基幹施設

基幹施設は，前年度に提出した「専門研修プログラム申請書Ａ」「専門研修プログラム申請書Ｂ」「専門研

修プログラム」を修正し，日本形成外科学会認定施設認定委員会宛にご提出くださいますようお願いいたし

ます。これら以外の申請書類に修正・変更があった場合は，あわせてご提出ください。

また，指導医体制や連携施設等の追加がない施設でも，「専門研修プログラム申請書Ａ」「専門研修プログ

ラム申請書Ｂ」および前年の手術実績件数に変更はあると思いますので提出をお願いいたします。「専門研

修プログラム」中に症例数を記載している場合も同様です。

�．研修プログラム冊子について，前回提出のものを修正して提出する場合，変更箇所を赤字で記入してく

ださい。

�．研修プログラム冊子を大幅に変更する場合は，「研修プログラム整備基準」「モデル研修プログラム冊

子」を参考に，必要な項目に関する記述がもれなく含まれていることをご確認のうえ作成してください。

�．各プログラムの定員数は，前回の一次審査で認定された定数と過去�年間の採用実績数との充足率より

委員会が算出した定数を上限とします。減員については認められますが，増員に関しては機構の二次審

査で不認定となる可能性が高いため，別途詳細な理由書を合わせて提出してください。一次審査で個別

に厳正な審査をいたします。

�．申請書別紙�および別紙	の連携施設の欄には連携候補施設および地域医療研修施設も含め，その種別

が分かるように記入してください。

�．2020 年度のシーリング対象都府県については引き続き，また医療過疎地域でない都府県においても過

去�年の平均採用数を超えないことが条件（シーリング）になる可能性が高いと思われます。（2020 年

�月時点）

※ 2020 年�月より今年度専攻医の研修が始まりますので，各施設プログラムに従って研修を行ってくださ

い。また，研修年次に従って，それぞれ申請書類になっていた「専攻医研修実績記録フォーマット」「医

師としての適性評価シート」などに適宜記載をお願いいたします。（2018〜2019 年研修開始の専攻医の分

に関しても同様です）
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今回新たに基幹施設として申請する施設

新たに研修プログラムを新設する基幹施設候補施設は，学会ホームページ掲載の

�）「専門医制度新整備指針」

（http://www.jsprs.or.jp/specialist/shutoku/seido/doc/senmoni_seido.pdf）

�）「形成外科専門研修プログラム整備基準」

（http://www.jsprs.or.jp/specialist/shutoku/seido/doc/senmon_kenshu_seibi_format.pdf）

�）「形成外科専門研修カリキュラム」

（http://www.jsprs.or.jp/specialist/shutoku/seido/doc/senmon_kenshu_curriculum.pdf）

を参照のうえ「形成外科申請書類および研修プログラム冊子（専攻医に対して公開されるもの）から成る研

修プログラム」を作成いただき，日本形成外科学会認定施設認定委員会宛にご提出くださいますようお願い

いたします。研修プログラムは「形成外科専門研修プログラム整備基準」に従い，

「形成外科領域モデル研修プログラム冊子」

（http://www.jsprs.or.jp/specialist/shutoku/seido/doc/senmon_kenshu_model_program.pdf）

を参考に作成してください。

�．形成外科過疎地域の医育機関などにおいて新設された形成外科が基幹施設として研修プログラムを申請

する場合，前年度の実績がなくても指導体制が整っていることを条件に個別審査のうえ認定される場合

があります。ただし，研修体制等について毎年認定施設認定委員会による実態調査を行います。

共通

Ⅰ．手続きの方法

下記により，申請手続きを行ってください。

［専門研修プログラム申請提出締切］：

2020年 4月 17日（金）（消印有効）


［提出先］：日本形成外科学会 認定施設認定委員会 宛

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 新宿ラムダックスビル
階

［提出書類］

�）専門研修プログラム冊子【ワード】

※自専門研修プログラムの詳細を記載したもの

�）専門研修プログラム申請書Ａ【エクセル】

�）専門研修プログラム申請書Ｂ（連携施設概要）【エクセル】

※�）は連携施設ごとにご作成ください。連携候補施設，地域医療研修施設についても申請書Ｂ

を提出し，申請書Ａの別紙�および別紙	に種別を明記してください。

※各施設の症例実績につきましては，2019年 1月〜12月分の施設年次報告による症例数に合わせて

記載してください（分野別，全麻および局麻等の合計数）。

※申請時における指導医は 2020年 4月 1日現在で専門医更新した方までとしてください。また，連

携候補施設については指導医が不在ですが，常勤専門医の氏名を施設概要 3と連携別紙に記載して

ください。地域医療施設については，常勤形成外科医が在籍の場合にはその氏名を施設概要 3と連

携別紙に，常勤形成外科医が不在の場合はいずれも氏名欄を空白として提出してください。

※施設の指導体制については申請時の状況を記載することとなっていますが，機構の二次審査終了が

8月末であることから，8月末までに指導体制変更が予定されている場合は，現況とともに変更


後

の体制についても記載してください。
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＊上記�）〜�）はデータファイルおよび出力した紙媒体 両方 を提出してください。

＊データファイルは USB メモリなどに保存してください。データファイルは日本専門医機構のデー

タベースに取り込まれる予定です。

�）専門研修開始届

※ 2020 年�月からプログラム制で開始する専攻医だけでなく，従前の学会専門医制度で本年よ

り研修を開始する 2016年�月以前に卒業の専攻医，またはカリキュラム制の専攻医がいる場

合も併せてご提出ください。

Ⅱ．作成にあたっての留意点

�．専門研修施設群の認定

・�つの専門研修基幹施設（基幹施設）がいくつかの専門研修連携施設群（連携施設，連携候補施設，

地域医療施設）をまとめて研修プログラムを作成し，実施に責任を持ちます。

・形成外科の専門研修は原則�年間，そのうち基幹施設での研修は最低�ヵ月必要です。当初より 4年

を超えるプログラムとすることも可能ですが，妥当であるかどうかは個別審議となります。

・基幹施設にプログラム統括責任者をおきます。プログラム統括責任者は自身のプログラム上では指導

医には割り当てられませんが，自施設が他プログラムにおける研修連携施設（連携施設），研修連携

候補施設（連携候補施設）や地域医療研修施設（地域医療施設）である場合，派遣中の専攻医の指導

医となることができます。

・�名の指導医が指導する専攻医は原則として各学年�名とします。連携候補施設や地域医療研修施設

に派遣中の専攻医に対してもプログラムに所属するいずれかの指導医が担当して指導するものとしま

す。

・基幹施設（指導医�名以上），連携施設（指導医�名以上）のほかに，研修連携候補施設（指導医は

不在だが専門医が在籍），地域医療研修施設（専門医が不在，�ヵ月以内での研修が可能）も研修プ

ログラムに含むことができます。指導医不在の施設における研修においても，上級医師のもとに行っ

た症例は専門医申請時に提出する 300 症例にカウントすることができます。ただし，10 症例にカウ

ントできるのは基幹施設，連携施設までとします。

また，300 症例としてカウントが可能な症例は NCDへの入力が済んだ症例に限る予定のため，NCD

未登録の施設は NCDへの登録をお願いします。

・形成外科専門研修においては地域医療研修を最低�ヵ月経験することとなっています。特定機能病院

（大学病院本院など），がんセンターや小児医療施設，美容外科クリニックなどでの研修は地域医療研

修として認められないため，これらの施設のみで研修するプログラムは認められません。ローテー

ションの例示などにおいて配慮してください。

�．専門研修指導医の要件

・学会専門医が領域専門医に移行するまでの暫定期間（2023年 3月までの期間）においては，形成外

科専門医の資格を有し，1回以上更新を行ったものを専門研修指導医とします。

暫定期間後は，形成外科領域指導医制度に定める形成外科領域指導医（機構専門医での更新を 1回以

上行い，かつ複数の分野指導医・特定分野指導医資格を持ち，指導医資格を取得しているもの


）が専

門研修指導医となります。

−III−



＊指導医制度第�条にいう分野指導医認定の対象となる学会と分野指導医名称は以下の通り

（�）日本手外科学会（手外科分野指導医）

（�）日本美容外科学会（JSAPS）（美容外科分野指導医）

（�）日本創傷外科学会（創傷外科分野指導医）

（�）日本頭蓋顎顔面外科学会（頭蓋顎顔面外科分野指導医）

（�）日本熱傷学会（熱傷分野指導医）

＊日本形成外科学会 特定分野指導医は以下の通り

（�）皮膚腫瘍外科分野指導医

（�）小児形成外科分野指導医

（�）再建・マイクロサージャリー分野指導医

�．各基幹施設が作成する研修プログラム

・「形成外科専門研修プログラム整備基準」に従い，「形成外科モデル研修プログラム冊子」を参考に専

門研修プログラム冊子を作成します。

・専門研修プログラム冊子を公開して専攻医を公募します。

・専門研修プログラム冊子に必ず明示するものは下記の通りです。

�）募集専攻医数（定員）

�）教育資源（施設群内の指導医数と症例数）

�）給与等の待遇面について

�．各プログラムの定員に対する考え方

・�人の指導医が年間に指導できる専攻医は原則として各学年�名までとする。

・�年のうち最低 6ヵ月は当該基幹施設における研修を行う。

→プログラムの年間定員上限（症例数は必須）

＊その基幹施設自体で雇用できる専攻医数の枠内

＊施設群全体で雇用できる専攻医数の�分の�程度

形成外科においては 4年で 300症例の経験を必須としているので，1名の専攻医に対して施設の年

間症例数 75例が最低必要条件となります（現在の学会認定施設や教育関連施設のほとんどはこの

条件を満たしていると考えられます）。

4年のうち最低 6ヵ月はその基幹施設で研修を行う，ということから，その基幹施設自体で雇用可

能な卒後 3年目から 6年目の専攻医の定数の 2倍が当該プログラムにおける上限の定員となりま

す。レジデントとして病院全体での採用となる場合などは，他科と比較し形成外科として適正と考

えられる数をもとに判断してください。また指導医 1名が指導できる専攻医は各学年 1名なので，

「施設群全体の指導医数」も数字上の定員上限となります。

施設群全体として雇用できる 4学年分すべての専攻医数のおよそ 4分の 1が 1年間の定員となりま

す。ただし年次による変動などを考慮する必要があり，とくに地域医療にかかわる病院の医師が減

少することは避けなければならないため，この数値のみによって上限とはしません。

（�）プログラムの定員について

・定員を決める因子

①症例数：必須の受け持ち経験症例数や執刀経験手術数など

②指導医数：指導医が受け持つ専攻医は�研修年次�名が基本

・定員の決定

指導医数から算出される定員と症例数から算出される定員を比較し，少ない方が定員となりま

す。ただし実際には雇用可能な人数であることが最も重要です。

（�）連携施設との症例数および指導医数

・�施設以上の基幹施設が重複する連携施設の場合，症例数の按分は基幹施設の責任者同士で協
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議することになります。

・指導医数もダブルカウントする訳にはいかないので同様に指導医数の按分を協議する必要があ

ります。

（�）地域医療の経験および地域医療経験の期間（最低�ヵ月以上）

・それぞれの地域で必要な地域医療研修をプログラムに組み込んでください。

指導医の在籍がなくとも，専門医が常勤していれば研修連携候補施設（連携候補施設），専門

医の常勤がない施設は地域医療研修施設（地域医療施設，ただし 6ヵ月以内）としてプログラ

ムに組み込むことができます。地域医療研修は連携施設でなくても構いませんが，施設群のう

ちでその専攻医を担当する指導医は必要で，研修内容については基幹施設の統括責任者が責任

を持つことになります。

・基本領域の専門医制度においては，地域を実際に研修する機会があることが重要です（専門医

制度新整備指針）。

・期間は最低�ヵ月以上であることが適切とされています。

・連携施設でありかつ地域医療研修の施設としてふさわしい（例：○○市民病院等）と考えられ

る施設における研修も，この地域医療研修として組み込むことができます。特定機能病院（大

学病院本院）やがんセンター，小児医療施設などでの研修は地域医療研修とは認められませ

ん。美容外科クリニックについては条件を満たせば以前より教育関連施設美容外科として認定

していることから，当委員会としては常勤専門医の有無により連携候補施設あるいは地域医療

研修施設として認定する方針ですが，自由診療のみのクリニックでの研修が地域医療研修とし

て機構に承認されるかどうかは不明です。したがって「美容外科クリニックでの研修のみが地

域医療研修期間」とならないようにしてください。同様に 4年間すべてが地域医療研修とは認

められない施設のみで研修するローテーションを組むことのないように配慮してください。

（�）大学病院と連携を組む施設について

・大学病院は都市型の基幹施設と考えられます。機構は，医育機関が基幹施設となることを肯定

していますが，「入局」という言葉は文面において使用しないでください。

・大学病院が地域の中核病院と連携してプログラムを組むことは，専攻医に豊富で多彩な症例の

経験を提供することとなり，研修の質向上に有用であると考えられます。

・地域中核病院での研修は地域完結型医療連携を研修するためにも有効と考えられます。

（�）大学だけで研修プログラムの作成を希望する場合／大学が，その位置する大都市の病院とだけ

で施設群の構成を希望する場合

・地域医療の研修カリキュラムが計画されていない場合は基本的には認められません。大学と大

病院連合だけの施設群も同様に不可とされています。

・一般的には大学は多くの病院と施設群を構成することが多く，�次医療圏をこえる施設も考え


られます。


離れた地方の連携施設も可です。

・特殊な事情がある場合にのみ，日本専門医機構でその妥当性を検討します。形成外科領域にお

いては新設されたばかりの大学病院診療科などがこれに当てはまります。この場合も最低限基

幹施設には統括責任者と実際に専攻医の指導にあたる指導医の 2名の指導医資格を有するもの

が在籍している必要があります。認定施設認定委員会による実態調査を行ったうえで，日本専

門医機構による二次審査を受けることとなります。

（�）地域中核病院を基幹施設とする研修プログラムの組み方

・必ずしも大学を連携施設として含める必要はありませんが，リサーチマインドの涵養が整備指

針でうたわれているので，大学あるいは研究に触れる機会を提供できる施設が連携施設として

入ることが望ましいと考えられます。

・都道府県を越えての連携は可能です。この場合も研修にとって必要であること，地域の医療経

験あるいは地域医療を維持するコンセプトを示してください。
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（	）ある地域中核病院が�つの大学の研修プログラムに連携施設として入る場合の症例数の按分お

よび指導医数の按分の仕方

・�つの基幹施設の研修プログラム統括責任者が協議して決めることになります。

―�対�の按分や，�対�の按分など種々の場合がありえます。

―多くは症例（経験）数の按分が優先されると考えられます。

―指導医数は症例（経験）数の按分に準じた数値（例えば指導医が 3名であれば 2名対 1名）

で按分するようにしてください。→数値は分数で可。1/2，1/4，3/4など

―くれぐれも，�つのプログラムで症例数と指導医数を二重登録しないよう


にご注意ください。

―認定施設認定委員会の責任でコントロールされ，実態調査における確認事項になります。

形成外科における例

・指導医数 2名，専攻医を 3名雇用できる A施設が，X，Y 2つの基幹施設の連携施設となり，

毎年 X施設プログラムから 2名，Y施設プログラムから 1名を受け入れる場合（各施設年間

症例数 600例）。

→症例の按分は X施設分として 400例，Y施設分として 200例となる。指導医については X施

設分として 4/3名，Y施設分として 2/3名を計上。

ただし同一学年の専攻医は 2名以内となるよう X，Y両施設と協議が必要。
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（�）多数の連携施設を含む研修プログラムの定員の考え方

・研修プログラムを構成する基幹施設と連携施設の指導医数と症例数から基準によって算出しま

す。

・定員は�名以上となります。定員が少なくても，できるだけ全ての地域にプログラムを配置し


たいと考えています。


・多数定員は，主に大学基幹で連携施設の多い研修プログラムと考えられ，比較的先進的な医療

の研修が特徴と考えられます。

・地方病院が基幹の研修プログラムでは指導医数の問題で定員が少ない一方，十分な症例数を経

験する可能性が高く，地域密着型の研修の特徴を持つ可能性があります。

・研修プログラムの特徴を十分に把握したうえで，全国の研修プログラムの配置や定員改善を領

域研修委員会が勧告することがあります。

形成外科における例

・指導医数 3名，専攻医を 5名雇用できる X施設が，A，B（指導医 2名，専攻医枠 2名），C，

D，E（指導医 1名，専攻医枠 2名），F，G，H，I（指導医 1名，専攻医枠 1名）を連携施設

としたプログラムを作成する場合

→症例は X施設年間 375例，A〜E施設年間 150例，F〜I施設年間 75例が必須条件。ただし症

例の内訳により，不足する分野が生じないプログラム作成が必要。X，A〜E施設において同

一学年の専攻医は 2名以内となる必要がある。専攻医枠の総数は 17名なので 1学年 17/4＝

4.25名となる。プログラム募集定員は 5名可能とするが，応募者の状況と連携施設の増減な

どによって年度ごとに定数を検討し直す必要がある。
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（
）ある基幹施設（イ）が他のプログラム（ロ）の連携施設になる場合の定員の考え方

・プログラム（ロ）で不足する疾患や手術の共有が目的と考えられます。基幹施設（イ）がプロ

グラム（ロ）に分配することにより，プログラム（ロ）の症例数が増加します。

・按分方法を�つのプログラム統括責任者間で協議して決定します。プログラム（ロ）では自前

の症例数に基幹施設（イ）から分配される症例数を加えて定員を算出します。指導医数もダブ

ルカウントすることはできないため，同様に按分となります。

形成外科における例

・指導医数 3名，専攻医を 6名雇用できる X施設（連携施設多数あり）が，他の基幹施設 Yか

ら毎年 1名の専攻医を受け入れて Y施設の連携施設となる場合

→症例は Yプログラムに対して，年間症例数の 1/6を割り当てることとなる。X施設が年間

900例である場合，X施設プログラムにおける同施設の症例としては年間 750例を計上，Y施

設プログラムは連携施設として X施設の症例を 150例計上する。指導医についても X施設の

指導医のうち 1名は Xプログラム指導に 3/4，Yプログラム指導に 1/4という按分を行って

申請するため，Xプログラムにおける基幹施設 Xが持つ指導医の総数は 11/4＝2.75人として

申請することとなる。連携施設の数が多ければ Xプログラムの年間募集定員は統括責任者を

除く指導医 2名×4学年分の 8であるが，このうち 1名分が Yプログラム指導にあたるため，

年間募集定員は 7が上限となる。
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Ⅲ．書類記載上の留意点

�．申請書Ａは基幹施設用です。提出時にファイル名の末尾に基幹施設名を追加して「専門研修プログ

ラム申請書Ａ（基幹施設 形成外科用）○○病院」としてください。申請書Ｂは連携施設用です。

学会認定である連携候補施設や地域医療研修施設についても申請書Ｂを使用します。プログラムに

属する連携施設ごとの記載が必要です。基幹施設は各連携施設に必要事項の情報を求め，プログラ

ム全体としてまとめて提出してください。ファイル名はそれぞれ連携施設名を追加して「専門研修

プログラム申請書Ｂ（連携施設 形成外科用）○○病院，（地域医療施設 形成外科用）○○病院」

などとしてください。

�．研修プログラム冊子について，形成外科研修プログラム整備基準にのっとって必要事項の記載がな

されていれば形式は自由です。モデル研修プログラム冊子を一部複製して使用しても結構ですが，

各研修プログラムの特徴を示すよう，連携施設における研修内容や地域医療研修がいかに組み込ま

れているかを特に具体的に示してください。

�．研修プログラム名は「○○大学形成外科研修プログラム」「○○大・○○大形成外科研修プログラ

ム」「○○病院形成外科研修プログラム」など，末尾は「形成外科研修プログラム」としてくださ

い。

�．基幹施設用申請書Ａの「申請書�」と「申請書 2-2」および連携施設用申請書Ｂの「連携概要�」

と「連携概要 2-2」は厚生労働省の初期臨床研修施設としての申請書の内容に準じて作成されたも

のですので，各施設の臨床研修センターなど該当部署と内容の確認を行ってください。

�．申請書Ａの「申請書 3」の「副専門研修プログラム統括責任者」は専攻医数が 20名を超える場合

に必要となります。専攻医募集の年間定員数が�名以上となるプログラムにおいては基幹施設内の

指導医を�名置くことになっています。なおプログラム統括責任者は全体の責任者なので各専攻医

の年次担当指導医にはなれませんが，副統括責任者についてはその制限はありません。

�．同じく申請書Ａの「申請書�」における「各領域で指定された一覧表」が別紙�および別紙	とな

ります。形成外科においては現時点で担当分野の細分化をしていないため，担当分野に関しては記

載不要です。「領域特有の医療施設・医療機器」や「その他，領域による必要事項」は記載不要です。

	．申請書Ａの「申請書�」の「募集方法」はよほどの事情がない限り「�．公募」としてください。

「�．その他」の場合は実際の募集方法を機構が逐次審査することとなります。選考方法は面接の

みでも問題ありません。「申請書 4」の「募集時期」は 9月 1日，「選考時期」は 10月の予定です。

�．申請書Ａの「申請書�」のチェックシートで記載事項を必ずチェックして「�．記載が不十分であ

る」の項目がないようにプログラム冊子を作成してください。


．申請書Ａの「別紙�」の「施設としての担当分野」欄は空白で結構です。

10．申請書Ａの「別紙�」にある都道府県コードおよび医療機関コードは保険医療を行う施設に付与さ

れているものです。各施設の事務部門にお問い合わせのうえご記入ください。基幹施設は各連携施

設から申請書Ｂを集める際に，その施設の都道府県コードと医療機関コードを合わせて知らせても

らうよう，連携施設にお伝えください。

同じく「別紙�」の「日本専門医機構認定専門医の有無」の欄は 2019 年�月までに機構認定専門

医としての更新を行った方のみ「�：有」で，他の専門医の先生方は現時点では「�：無」となり

ます。

11．申請書Ａの「別紙�」は募集定員決定の重要な書類となります。「専門研修期間」は通常の場合 4

年として記載してください。このシートにおける人数や年数に関して，小数点以下は小数第�位ま

で（○ .○○のように）の小数で，症例数に関しては小数以下を四捨五入して整数値で記載してく

ださい。

12．申請書Ａの「別紙�」，および申請書Ｂの「連携別紙�」は指導医と症例の按分を示すものです。

中央のＡとＢの値を下方の式の分母と分子にも記入してください（式の部分はテキストボックスに

なっています）。
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Ⅳ．その他留意点

�．今回の申請は，2021 年�月�日からの研修要件が整った施設が対象


になります。それ以降に研修

要件が整う見込みの施設の受け付けも順次行う予定ですが，その後の受け付けにつきましては，現

在検討中です。認定施設認定委員会までお問い合わせください。

�．提出された書類一式を日本形成外科学会認定施設認定委員会で審査した後（一次審査），日本専門

医機構専門研修プログラム研修施設評価・認定部門に提出し，審査を行います（二次審査）。一次

審査および二次審査で様式の整合性を確認しますので，一次審査で再提出を求められなくても二次

審査で求められる場合があります。

�．登録料は 54,000円（5年分）ですが，請求書は審査終了後，認定通知とあわせて，日本専門医機

構より郵送されます。なお，�年間分を初年度に請求されます。一昨年度，昨年度に請求された施

設は，今年は請求書は届きません。

�．シート名の変更はしないでください。

�．その他質問については下記学会事務局へお問い合わせください。

【連絡先】

一般社団法人日本形成外科学会 事務局

Tel：03-5287-6773

E-mail：jsprs-office01@shunkosha.com

以上
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